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安全な道路の横断に向けて！

守ろう「歩行者の交通ルール」
(令和７年発生分)

①横断歩道を渡りましょう ②信号を守りましょう

③斜め横断は危険です ④手を挙げて横断の意思表示

目的地には近づくかもしれません

が、道路上にいる時間が長くなり

危険です。

信号機の無い横断歩道では、手を挙げて

ドライバーに対して「横断します」の

意思表示をしましょう！

横断歩道も何も無い所に歩行者が

いるとはドライバーも想定外！

発見遅れで｢重大事故｣に直結します！

赤はもちろん、黄色や点滅になったら

渡りません！青で横断するときも左右

の安全確認をしましょう ２万円以下の罰金

または科料

ドライバーの方は車を

止めて歩行者優先！

２万円以下の罰金

または科料

【灘区内の歩行者関係人身事故多発箇所】

①ＪＲ六甲道駅周辺

②阪急王子公園駅周辺

③阪神岩屋駅周辺
①

②

③

人・車の通行量の多い駅周辺で事故が多発しています。

通行の際には十分に注意しましょう。

また、道路横断時はもちろん、歩きスマホなどで周囲の

車や自転車に対する注意力が低下しないようにしましょう！

～灘区内で歩行者関係人身事故47件発生(47人負傷)～


